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（財）財務会計基準機構会員    
 

平成２２年３月１９日 

 

各  位 

 

会 社 名 トッパン・フォームズ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 櫻 井 醜 

（コード番号 ７８６２ 東証第１部） 

問合せ先 法務本部長   小関 知彦 

（ＴＥＬ ０３－６２５３－６１３０） 

 

 

「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年 3 月 19 日開催の取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方

針の一部改定について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。改定箇所には下線を

付しております。 

 

記 

 

１.基本方針 

 

 当社は、社会益、会社益、個人益からなる企業理念である「三益一如」の下、総合情報管理サービ

ス企業として社会からの信頼をより強固なものにするとともに、株主をはじめとするステークホルダ

ーの満足度を高めるため、さらなる企業価値・株主価値の向上を目指している。そのために、全ての

事業活動を自ら監視し、統制する仕組みを構築し、運用を通じて継続的な改善を図っていくことが最

も重要であると認識している。 

 当社はこれらの達成に向けて会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び子会社の業務執行に関

する体制および監査に関する体制を以下のとおり整備し、その実現を図る。 

 

２.業務執行に関する体制 

 

(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 当社は、監査役会設置会社とし、取締役会の監督機能と監査役の監査機能を通じて、取締役の業務

執行の適法性を確保する。 

 取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」に従ってこれを運営し、取締役は取締役会の決議に

基づいて職務を執行することにより、適法性を確保する。また、取締役は、反社会的勢力と一切の関

係をもたず、不当要求に対しては毅然とした対応をとる。 

 監査役は、法令、定款及び「監査役会規則」に基づき取締役の業務執行の適法性を監査する。 
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(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 当社は、取締役の職務執行に係る情報について、法令、「取締役会規則」並びに「情報セキュリティ

基本方針」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づき適切に保存し、管理する。 

 取締役及び監査役は、これらの情報を必要なときに閲覧できる。 

 

(3)損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

 当社は、当社及び子会社を取巻くさまざまなリスクを予見しそのリスクがもたらす経営的損失を予

防するとともに、そのリスクが具体的な経営危機に発展した場合においても被害の最小化、再発防止

策等を効果的に講ずるため、「トッパンフォームズグループリスクマネジメント規程」を制定している。 

 具体的には、リスクマネジメント担当取締役を委員長とする全社統括ＲＭ委員会の下に、リスクカ

テゴリーごとの全社横断的なＲＭ専門委員会と各事業部・子会社単位の組織別ＲＭ委員会を設け、そ

れぞれが連携し、個別リスクに対応したマニュアルやガイドライン等を作成し、教育・研修等を通じ

てその周知徹底を図っている。 

 また、万一不測の事態が発生した場合は、被害の最小化を図るため本社内に緊急事態対策本部を設

け、速やかに情報収集を行うとともに、被害の最小化を図るための対応策を決定し、その実施を統括

する。 

 

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社は、取締役、従業員が共有する全社的な経営目標（年度計画、中期経営計画）を定め、その達

成のため事業部制を導入し、各事業部業績目標と実績を毎月開催される取締役会がレビューし、目標

達成を阻害する要因を分析し、その要因の排除・低減する改善を促すことにより、目標達成の確度を

高め、全社的な業務の効率化を図る。 

 さらに、各業務プロセスにおけるＩＴ化を積極的に推進し、業務の効率性を高める。 

 

(5)従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 当社は、コンプライアンス基本規程として「トッパンフォームズグループ全社行動指針」並びに「部

門別行動指針」を定め、この周知徹底を図ることで従業員の職務執行の適法性を確保する。そのため

に、全社統括ＲＭ委員会のもとにコンプライアンス委員会を設置し、法務本部とともに、法令遵守と

企業倫理の確立を図る。さらに、各職場における行動指針の浸透を図るため、全社的にコンプライア

ンス推進リーダーを配置し、各職場における浸透活動を推進する。また、コンプライアンスの一環と

して、「反社会的勢力排除に関する基本方針」を定め、反社会的勢力の排除及び不当な要求の拒絶のた

めの体制を確保する。 

 また、事業部門から独立した内部監査部門として内部監査室を設置し、定期的に各事業部における

業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役、担当取締役及び監査役会に適時報告する。 
 さらに、法令違反の早期発見と迅速かつ適切な対応を行うため、「トッパンフォームズグループ内部

通報規程」に従い「企業倫理ホットライン」を設置する。 
 

(6)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 当社は、グループとしての業務の適正を確保するため「国内関係会社管理規程」及び「海外関係会

社管理規程」を策定し、この規程に則った経営を推進する。 
 また、関係会社社長との会議を定期的に開催し、情報の共有化を図るとともに、グループとしての
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コンプライアンス体制の整備と経営の効率化に努める。 
 さらに、当社は方針説明会等により、グループ会社の経営方針及び事業の状況について定期的な検

討を行い、適正かつ効率的なグループ経営を実施する。 

 なお、当社は、親会社の企業理念を共有しつつ、親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反

するおそれのある親会社との取引その他の施策を実施するに当たっては、必ず取締役会に付議の上、

決定する。 

 

３.監査に関する体制 

 

(1)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項 

 当社は、監査役会が、職務を補助すべき従業員を求めた場合は、監査役会と協議の上、必要に応じ

て監査業務を補助する従業員を配置する。当該従業員の人選等は、監査役会の意見を尊重する。また、

監査役会と内部監査部門である内部監査室との間で定期的に情報連絡会を開催し、内部監査機能の充

実を図ることで監査役会の監査機能を強化する。 

 

(2)監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項 

 前号に基づき監査業務を補助する従業員を配置した場合、当該従業員の指揮命令権は監査役会に属

するものとする。また、当該従業員の人事処遇にあたっては、監査役会の意見を尊重する。 
 

(3)取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制 

 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上

の重要課題等について意見交換を行なうとともに、法令の定める事項のほか代表取締役との協議によ

り定めた報告すべき事項について、取締役から報告を受けることとする。 

 また、監査役会は、いつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができる。 

 

(4)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役は、監査のために必要となる会議に出席し、経営の適法性や効率性について監査するととも

に、関係会社監査役会を定期的に開催し、グループとしての監査役監査の実効性を高める。 
 さらに、監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的な会合をもつなど、緊密な連携を図る。 

 また、必要に応じて会計監査人、弁護士、その他外部の専門家の意見を聞き情報交換を行うなど、

連携を図ることができる。 
 

以 上 


